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区　分 勤　務　時　間

12日�

13日�

14日�

15日�

16日�

26日�

27日�

28日�

28日�

豊間根

大　沢

織　笠

船　越

田の浜

大　浦

山　田

山　田

山　田

豊間根生活改善センター

ふ る さ と セ ン タ ー

織笠コミュニティセンター

船 越 防 災 セ ン タ ー

船 越 漁 村 セ ン タ ー

大 浦 漁 村 セ ン タ ー

北 浜 防 災 セ ン タ ー

中央公民館小ホール

飯 岡 防 災 セ ン タ ー

期　日 地　区 会　　　　　　場

【１０】

五
月
二
十
一
日
の
日
曜
日
、

散
歩
途
中
に
一
族
総
出
で
田
植

え
を
し
て
い
る
光
景
に
何
カ
所

か
出
会
い
ま
し
た
。
し
か
し
、

中
に
は
ま
だ
代
か
き
も
済
ん
で

い
な
い
田
も
あ
り
、
今
年
の
寒

さ
に
よ
る
田
植
え
の
遅
れ
が
気

に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
す
▼
そ
う

い
え
ば
つ
い
先
日
ま
で
、
織
笠

川
河
川
公
園
で
開
花
が
遅
れ
た

八
重
桜
と
ツ
ツ
ジ
が
競
う
よ
う

に
咲
き
誇
っ
て
見
事
で
し
た
が
、

こ
れ
も
寒
さ
の
せ
い
だ
っ
た
の

で
し
ょ
う
か
。
農
作
物
に
対
し

て
異
常
気
象
に
よ
る
影
響
が
な

い
こ
と
を
祈
る
の
み
で
す
▼
恒

例
の
行
政
区
長
会
議
が
開
か
れ

ま
し
た
。
昨
年
の
会
議
で
各
地

区
か
ら
出
さ
れ
た
要
望
に
つ
い

て
の
結
果
報
告
を
行
い
、
今
年

も
新
た
な
要
望
が
多
く
出
さ
れ

ま
し
た
が
、
予
算
を
調
整
し
な

が
ら
一
つ
ず
つ
解
決
す
る
た
め

に
努
力
し
た
い
と
思
い
ま
す
▼

新
年
度
の
重
点
施
策
と
し
て
住

民
協
働
の
具
体
的
な
取
り
組
み

が
あ
り
ま
す
。
地
域
の
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
組
織
や
自
治
会
と
の
協

議
を
深
め
な
が
ら
進
め
て
い
く

の
で
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

山
田
町
長
　
沼
崎
喜
一

町
長
室
か
ら

町
で
は
、
六
月
一
日
か
ら
役
場
職

員
の
始
業
・
終
業
時
間
を
ず
ら
す
時

差
勤
務
を
本
格
導
入
し
ま
し
た
。

試
行
期
間
と
し
て
昨
年
四
月
か
ら

一
年
間
、
試
験
導
入
し
て
き
ま
し
た

が
、
年
間
六
百
二
十
七
時
間
、
約
百

五
十
九
万
円
の
時
間
外
勤
務
手
当
の

縮
減
が
図
ら
れ
た
こ
と
な
ど
を
踏
ま

え
、
今
後
の
対
応
を
検
討
し
た
結
果
、

若
干
の
改
正
を
行
い
、
本
格
導
入
す

る
こ
と
に
決
定
し
た
も
の
で
す
。

職
員
の
勤
務
時
間
は
、
午
前
八
時

半
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で
の
八

時
間
（
休
憩
時
間
を
除
く
）
と
な
っ

て
い
ま
す
が
、
こ
の
時
間
を
超
え
て

勤
務
を
命
じ
ら
れ
た
職
員
に
は
、
時

間
外
勤
務
手
当
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

こ
の
手
当
を
縮
減
さ
せ
る
た
め
、
時

差
勤
務
は
必
要
に
応
じ
、
午
前
六
時

か
ら
午
後
九
時
ま
で
の
間
に
勤
務
時

間
八
時
間
を
確
保
し
、
始
業
・
終
業

時
間
を
割
り
振
り
す
る
も
の
で
す
。

住
民
の
健
診
な
ど
で
早
朝
勤
務
を

す
る
職
員
の
終
業
時
間
は
、
最
も
早

い
場
合
で
午
後
二
時
四
十
五
分
ま
で
。

会
議
な
ど
で
夜
間
勤
務
を
す
る
職
員

の
始
業
時
間
は
、
最
も
遅
い
場
合
で

午
後
零
時
十
五
分
か
ら
と
な
り
ま
す
。

こ
の
こ
と
に
よ
り
、
役
場
の
業
務

時
間
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
街
で
私
用

を
足
す
職
員
の
姿
を
見
掛
け
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
の
で
、
町
民
の
皆
さ
ん

の
ご
理
解
を
願
い
ま
す
。

な
お
、
こ
れ
に
よ
る
役
場
窓
口
な

ど
の
業
務
時
間
は
、
こ
れ
ま
で
ど
お

り
変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

町では、本年度からスタートした第８次
山田町総合発展計画を推進するに当たり、
「新しいまちづくりを考える地域懇談会」
を開催します。新たな時代のまちづくりに
向けた地域と行政とのパートナーシップを
形成していくため、町民の皆さんから意見
や提言をお聞きするものです。
どの会場に参加しても構いませんので、

積極的な参加をお願いします。

◆期日と会場 〔�月〕

◆時間 午後６時半～
※６月28日の中央公民館小ホールは、午
後１時半からとなります。

◆内容 �町の現状と課題を踏まえた新
しいまちづくりについての説明�国民
健康保険の運営状況についての説明
�介護保険の運営状況についての説明
�自由発言による懇談

◆問い合わせ 役場総務課住民協働推進
室（�82－3111内線416）へどうぞ。

役
場
職
員
の
時
差
勤
務
を
実
施

町
民
の
皆
さ
ん
の
ご
理
解
を

６月１日から

午前 6 時～午後 2 時45分

午前 6 時半～午後 3 時15分

午前 9 時～午後 5 時45分

午前10時～午後 6 時45分

午前11時～午後 7 時45分

午後零時15分～午後 9 時

◆時差勤務時間の割り振り

新しいまちづくりを
�

　考える地域懇談会地域懇談会�
新しいまちづくりを

�

　考える地域懇談会
�

町では時差勤務を実施し、時間外勤
務手当の縮減を図ります


